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独立行政法人農林漁業信用基金 

 

 

緊急事態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等について 

  

 

独立行政法人農林漁業信用基金におかれては、累次にわたる要請等も踏まえ、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者等に対するきめ細かい配慮を行っていただいてい

るものと承知しておりますが、足下の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた緊急

事態宣言が延長されたことや農林漁業者等の資金需要が高まる年度末が控えていること等を

踏まえ、引き続き農林漁業者等の業況を十分に把握した上で、資金繰り支援に全力を挙げて

丁寧かつ迅速に対応していただく必要があります。感染拡大防止と業務継続に取り組んでい

ただいているところ、重ねての要請となり恐縮ですが、下記の点に努めることを農業信用基

金協会に対して依頼しておりますので、保険・保証業務においても万全の態勢をおとりいた

だくようお願いいたします。 

 

記 

 

１．緊急事態宣言の延長の影響を受けた農林漁業者等をはじめ、農林漁業者等の資金繰り支

援について、雇用調整助成金を含む各種支援策の支給までの間に必要な資金や年度末まで

に必要な資金等も含め、引き続き、迅速かつ積極的に対応しつつ、可能な限り個々の実情

に応じた柔軟かつきめ細やかな対応を図るとともに、農林漁業者等の理解と納得を得るこ

とを目的とした十分な説明を行うこと。また、保証審査に際しては、赤字や債務超過、貸

出条件の変更といった形式的な事象のみで判断するのではなく、農林漁業者等の経営実態

や特性、今後の経営改善への取り組み等を十分に考慮して判断すること。さらに、新規保

証にあたっての返済期間や据置期間の設定については、最大限農林漁業者等のニーズを踏

まえた対応を行うこと。 

 

２．緊急事態宣言の延長の影響を受けた農林漁業者等をはじめとする農林漁業者等に対し、

新型コロナウイルス感染症対応資金の積極的な実施・活用について最大限の配慮を行うと

ともに、返済期間・据置期間が到来する貸出を含めた既往債務の条件変更について、返済

期間・据置期間の延長等の措置など、農林漁業者等の実情に応じた最大限柔軟な対応を行

うこと。 


